
第２２５回文化審議会文化財分科会議事要旨 

 

開催日  令和３年５月２１日（金）１４：００～１６：２５ 

 

場 所    文化庁特別会議室（旧文部省庁舎２階） 

 

出席者    委 員  島谷会長，佐藤委員，藤井委員，西岡委員,宮崎委員 

文化庁    次長，審議官，文化庁鑑査官，文化資源活用課長,文化財第一課長，文化財

第二課長，参事官（文化創造担当）,参事官（食文化担当）,その他関係者 

 

１．前回議事要旨確認 

 

２．諮問・答申等 

①重要文化財（建造物）の指定について（報告・答申） 

長尾主任文化財調査官から，４月１６日に諮問があった重要文化財（建造物）の指定につい

て,４月３０日に開催された第二専門調査会における調査の報告があり，審議の結果，別紙のと

おり答申がなされた。  

 

②重要伝統的建造物群保存地区の選定について（報告・答申） 

長尾主任文化財調査官から，４月１６日に諮問があった重要伝統的建造物群保存地区の選定

について,４月３０日に開催された第二専門調査会における調査の報告があり，審議の結果，別

紙のとおり答申がなされた。  

 

③史跡名勝天然記念物の指定等について（諮問） 

山下主任文化財調査官から，史跡名勝天然記念物の指定等について説明があり,審議の結果，

説明資料について一部文言修正の上，第三専門調査会において調査することとした。 

 

④登録記念物の登録について（諮問） 

山下主任文化財調査官から，登録記念物の登録について説明があり,審議の結果，第三専門調

査会において調査することとした。 

 

⑤重要文化的景観の選定について（諮問） 

山下主任文化財調査官から，重要文化的景観の選定について説明があり,審議の結果，第三専

門調査会において調査することとした。 

 

⑥史跡等の現状変更の許可について（諮問） 

山下主任文化財調査官から，史跡等の現状変更の許可について説明があり,審議の結果，第三

専門調査会において調査することとした。 

 

⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）  

山下主任文化財調査官から，史跡等の現状変更の許可について説明があり，審議の結果，別

紙のとおり答申がなされた。  



 

 

⑧史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申）  

山下主任文化財調査官から，史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について説明があり，

審議の結果，別紙のとおり答申がなされた。  

 

３．その他 

①特別史跡名古屋城跡の現状変更（天守解体）について（報告） 

山下主任文化財調査官から，特別史跡名古屋城跡の現状変更（天守解体）について報告があ

り，第三専門調査会において調査することとした。 

 

②高輪築堤の保存について（報告） 

山下主任文化財調査官から，高輪築堤の保存について報告があった。 

 

③緊急文化庁長官調査について（報告） 

篠田文化資源活用課長，田村文化財第一課長，福井参事官（食文化担当），安井参事官（文

化創造担当）から，緊急文化庁長官調査について報告があった。 

 



 

 

別 紙 

２－①重要文化財（建造物）の指定について（報告・答申） 

名    称 所  在  地 

木村産業研究所 青森県弘前市 

代々木競技場 

 第一体育館 

 第二体育館 

東京都渋谷区 

御前埼灯台 

 灯台 

 旧官舎 

静岡県御前崎市 

長命寺 

 三仏堂 

 護法権現社拝殿 

滋賀県近江八幡市 

第一大戸川橋梁 滋賀県甲賀市 

旧松坂屋大阪店（髙島屋東別館） 大阪府大阪市 

旧西脇尋常高等小学校  

第一校舎 

第二校舎 

第三校舎 

兵庫県西脇市 

 

２－②重要伝統的建造物群保存地区の選定について（報告・答申） 

名    称 所  在  地 

南越前町今庄宿伝統的建造物群保存地区 福井県南越前町 

若桜町若桜伝統的建造物群保存地区 鳥取県若桜町 

廿日市市宮島町伝統的建造物群保存地区 広島県廿日市市 

 

２－⑦史跡等の現状変更の許可について（諮問・答申）  

１７４件 

 

２－⑧史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定について（諮問・答申）  

 ２件 


